
歩専化実施区間 

歩専化未実施区間 

氷川参道の歩行者専用化（歩専化）を推進していきます 
令和２年度に氷川参道の一部区間（中区間）が歩専化されました。今後、 

北・南区間の歩専化に向けた取組みを行っています。令和４年９月２日に 

は、第２０回氷川参道歩行者専用化検討協議会が開催され、歩専化に向け 

たスケジュールや今年度の調査内容等について検討しました。 

北・南区間の専用化に向けて
令和７年度に氷川参道の通過交通対策（歩専化に向けた交通規制等）の 

実施を予定しています。令和５年度には、令和３、４年度に実施した交通 

実態調査等の結果をもとに、交通シミュレーションを実施し、令和６年度 

には交通シミュレーションにより抽出した課題等について周辺住民や関係 

機関等と協議・調整を図り課題解決や対策等を実施します。 

令和４年９月発行 第２２号 

■交通実態調査について 

・１０月に行う氷川参道周辺の車両交通や氷川参道内の自動車交通量の実態

調査方法について話合いました。 

第２０回協議会(令和 4年 9月 2日) 

■交通シミュレーションの実施 

・これまでの交通実態調査から氷川参道の車両交通規制の方法や規制した時

の氷川参道や周辺道路の通行の変化や安全対策について検討します。 

■社会実験の実施

・前年度に話合った内容をもとに、実際の交通規制に向けて、氷川参道内の車

両の交通規制や安全対策を試験的に行い、実際の効果や問題の有無を確 

認し、改善点について検討します。併せて、沿道住民や交通管理者等への説

明を行っていきます。 

■通過交通対策等の実施

・歩専化に向けた交通規制等を行い、安全な歩行環境の実現を目指します。

■交通実態調査の結果報告

・１０月に行う氷川参道周辺の車両交通調査の結果や氷川参道内の自動車の

交通量の経年変化について話合います。 

第２1 回協議会(令和 5年 1月頃) 
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令和４年度の調査概要 

調 査 日：令和４年 10月 4日（火） （予備日：令和４年 10 月 6 日（木）または 13 日（木）） 

調査範囲・内容：下図の位置で各凡例の調査を実施します。 

調査時間：図中の（   ・   ・   ）の箇所では 7：30～9:30、13：00～15：00 の各 2時間 

           の箇所では 7：00～19:00 の 12 時間 を予定しています。 

調査対象：自動車（トラック・乗用車の２区分） 

さいたま市 都市局 都心整備部 氷川参道対策室 （大宮区役所６階） 

■方向別交通量調査 

・交差点における車両の流出方向

をカウントします 

■ナンバープレート調査 

・交差点における指定方向の車両

のナンバーを記録します 

■渋滞長調査 

・交差点における渋滞の長さを記

録します 

■自動車交通量調査

・氷川参道内における自動車の交

通量をカウントします 

腕章を装着した調査員が調査します 

※検討内容等によっては、調査位置等が変更する場合があります 

トップページ＞市政情報＞情報公開の総合的な推進 
＞情報提供＞附属機関及び協議会等＞附属機関及び協議会等の開催結果 
＞都市局＞氷川参道歩行者専用化検討協議会について 


